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料金受取人払郵便

（切手不要）

高山支店承認

差出有効期間
平成22年12月
31日まで

郵 便 は が き

高山市花岡町２丁目18番地

高山市役所
基盤整備部駅周辺整備課  行

住 所

氏 名

電話番号

電子メール
ア ド レ ス

年
齢

性
別

意見提出
者の区分

１　市内に住所を有している
２　市内に事務所又は事業所を有している
３　市内に存する事務所又は事業所に勤務し
ている

４　市内に存する学校に在学している
５　当該案件に利害関係を有している

（上記「住所」
欄が市内の方
は１に○を、
それ以外の方
は該当する番
号に○印をし
て下さい）

355

５０６８７９０

父
子
家
庭
へ
の
児
童
扶
養
手
当
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

親
が
子
ど
も
を
傷
つ
け
た
り
、

子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
事
件

が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。児
童
虐
待

は
、発
生
の
予
防
か
ら
早
期
発
見・

早
期
対
応
が
非
常
に
大
切
で
す
。

虐
待
を
受
け
て
い
る
、ま
た
は

虐
待
し
て
い
る
場
合
、本
人
が
告

白
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、周
囲

が
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
注
意
深

く
見
守
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

虐
待
の
疑
い
が
あ
る
と
思
わ
れ

た
ら
、す
ぐ
に
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。連
絡
は
子
ど
も
を
守
る
た

め
の
も
の
で
す
。連
絡
さ
れ
た
方

が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
個
人
情
報

は
厳
守
し
ま
す
。

児
童
虐
待
と
は
…

身
体
的
虐
待

殴
る
、け
る
、や
け

ど
を
負
わ
す
な
ど

心
理
的
虐
待

言
葉
に
よ
る
脅

し
、無
視
す
る
、子
ど
も
の
前
で

の
夫
婦
間
の
暴
力
な
ど

性
的
虐
待

性
的
行
為
の
強
要
な

ど
ネ
グ
レ
ク
ト（
育
児
放
棄
）
食
事

を
与
え
な
い
、ひ
ど
く
不
潔
に

す
る
な
ど

◎
連
絡・相
談
窓
口

月
〜
金
曜
日（
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分
）

市
家
庭
児
童
相
談
室

35
-３
１
７
９

夜
間・休
日

市
役
所
　

32
-３
３
３
３

問
合
先
子
育
て
支
援
課

35-

３
１
７
９

ポイ捨て禁止等強化週間／11月10日～16日
やめよう！ごみのポイ捨て・禁止区域での喫煙

見
す
ご
す
な

幼
い
子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ

第３回岐阜オレンジリボンたすきリレープレイベント
飛驒地域子ども虐待防止キャンペーン

11月３日㈬　午後１時30分～
高山陣屋前広場

市内21地域で８月から９月にかけて開催した第１
回地域福祉懇談会で出されたご意見の中からテーマ
を選んで、地域をよりよくするための取り組みなど
を、グループに分かれて考えます。なお、未定の地域は
ホームページなどでお知らせします。

地区名 開催日 開始
時間 会　場

東
西
南
北
山　王
江名子
新　宮
三　枝
大　八
岩　滝
花　里
丹生川
清　見
荘　川
一之宮
久々野
朝　日
高　根
国　府
上　宝

奥飛驒温泉郷

11月19日㈮
11月26日㈮
11月25日㈭
11月17日㈬
11月 9日㈫
11月25日㈭

12月 8日㈬
11月29日㈪
11月18日㈭
11月25日㈭
11月25日㈭
11月26日㈮
11月19日㈮
11月26日㈮
11月30日㈫
11月15日㈪
11月25日㈭
11月30日㈫
11月26日㈮
11月29日㈪

19:00
19:00
19:30
19:00
19:00
19:00

19:00
19:30
19:00
19:30
19:30
19:30
19:00
19:30
19:30
19:00
19:00
19:30
19:00
13:00

市図書館「煥章館」
市役所201、202会議室
総合福祉センター
北小学校  第２体育館
山王福祉センター
江名子小学校  第２体育館

三枝小学校  多目的室
東山中学校  第２体育館
岩滝公民館
千島会館
丹生川支所
きよみ館（清見支所）
荘川総合センター
一之宮支所
久々野公民館
朝日福祉センター
高根公民館（高根支所）
国府福祉センター
上宝支所
一重ヶ根公民館

未定（12月中旬に開催します。）

第２回
地域福祉懇談会を開催します。

問合先 福祉課　  35-3139

児
童
扶
養
手
当
と
は
、18
歳
ま
で
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
な
ど
の
生
活
と
安
定
と
自
立
を
助
け
、子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か

な
成
長
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。（
所
得
要
件
な
ど
あ
り
）

平
成
22
年
８
月
１
日
以
前
に
支
給
対
象
と
な
ら
れ
た
父
子
家
庭
の
方

で
、ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、11
月
30
日
ま
で
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。な
お
、12
月
１
日
以
降
の
申
請
は
、申
請
月
の
翌
月
 分
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
。

子
育
て
支
援
課
　
　
35-

３
１
４
０

問
合
先

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す


